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【手続補正書】
【提出日】平成25年3月25日(2013.3.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　急性脳卒中または一過性脳虚血発作に罹患した患者由来のサンプルにおいて細菌感染を
検出するための方法であって、
　（ｉ）０．０６ｎｇ／ｍＬ未満の機能分析感度でのプロカルシトニン（PCT）検出アッ
セイを使用して、急性脳卒中または一過性脳虚血発作に罹患した患者から得られたサンプ
ル中のＰＣＴまたは少なくとも１２アミノ酸長であるこのフラグメントのレベルを測定す
るステップであって、当該サンプルが急性脳卒中または一過性脳虚血発作の症状の発生後
７２時間以内に当該患者から採取されたものであるステップ；及び
　（ｉｉ）上記の測定されたＰＣＴレベルを所定の閾値レベルと比較することによって、
上記患者が細菌に感染しているか否かを決定するステップ、
を含んでなる、方法。
【請求項２】
　前記サンプルが、急性脳卒中または一過性脳虚血発作の症状の発生後４８時間以内に、
より好適には２４時間以内に、最も好適には１２時間以内に、前記患者から採取された、
請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記サンプルが、体液、特に血液、血清、血漿、脳脊髄液、尿、唾液または胸水である
、請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
　前記急性脳卒中が、虚血性または出血性脳卒中である、請求項１～３のいずれか１項に
記載の方法。
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【請求項５】
　ＰＣＴの前駆物質のフラグメントのＰＣＴのフラグメントが、少なくとも１２アミノ酸
残基長を有する、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記所定の閾値レベルが、０．０２ｎｇ／ｍＬ～０．５ｎｇ／ｍＬ、より好適には０．
０２ｎｇ／ｍＬ～０．２５ｎｇ／ｍＬ、さらに好適には０．０２ｎｇ／ｍＬ～０．１ｎｇ
／ｍＬ、さらに好適には０．０２ｎｇ／ｍＬ～０．０６ｎｇ／ｍＬ、最も好適には０．０
２ｎｇ／ｍＬ～０．０５ｎｇ／ｍＬ（未満）である、請求項１～５のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項７】
　前記測定されたＰＣＴレベルが前記所定の閾値レベル以上である場合に、前記患者は細
菌に感染している、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記細菌感染が抗生物質で治療可能である、請求項１～７のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項９】
　前記細菌感染が肺炎である、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記細菌感染が（細菌感染の臨床症状がない）無症候性である、請求項１～９のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項１１】
　少なくとも１または複数のマーカー、例えばＣ－反応性タンパク質（CRP）、ネオプテ
リン、白血球（WBC）の数、体温、好中球、赤血球沈降速度（ESR）等のレベルを測定する
ステップをさらに含んでなる、請求項１～１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　急性脳卒中または一過性脳虚血発作に罹患した患者への抗生物質の投与のための治療ガ
イダンスを提供するための、請求項１～１１のいずれか１項に記載の方法の使用。
【請求項１３】
　急性脳卒中または一過性脳虚血発作に罹患した患者を抗生物質で治療するための、請求
項１～１１のいずれか１項に記載の方法の使用。
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